
  愛媛県老人福祉施設協議会 全国大会等参加助成金支給規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、全国老人福祉施設協議会（以下「全国老施協」という。）が開催 

する全国大会等に本会会員施設職員が参加し、実践発表等を行う場合の助成金の支給 

について、必要な事項を定める。 

 

（助成対象の全国大会等） 

第２条 助成の対象となる全国大会等は、全国老人福祉施設大会・研究会議とする。 

 

（助成対象） 

第３条 助成の対象は、分科会等における発表施設とする。 

 

（助成金額） 

第４条 助成金額は、４０，０００円とする。 

 

（助成金の申請及び支給） 

第５条 助成金の支給を希望する施設長は、全国大会等への参加申込と同時に、別紙の 

申請書を会長に提出しなければならない。 

２ 会長は、申請書に記載された職員の全国大会等への参加を確認した後、助成金を支 

給する。 

 

（その他） 

第６条 四国ブロック関係事業及び全国老施協が役員・委員等を対象に開催する研修会 

等への助成については、本規程を参考に会長が別に定める。 

 

附則 

 この規程は、平成２１年４月１日から適用する。 

 この規程は、令和８年４月１日から適用する。 



別紙 

令和  年  月  日 

 

愛媛県老人福祉施設協議会会長 様 

 

 

施 設 名：                 

 

施設長氏名：              ㊞  

 

 

全国大会等参加助成金支給申請書 

 

下記のとおり参加するので、助成金の支給を申請します。 

参 加 者 氏 名  職 名  

大 会 等 名 称  

開 催 期 日  

開 催 場 所  

参 加 分 科 会  

発 表 テ ー マ  

 

※助成金送金口座 

金 融 機 関 名  

支 店 名  

口 座 番 号 （ 当座 ・ 普通 ） 

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義  

 


